
間違い事例 留意点等
１．接種するワクチンの種類を間違えてしまった。
高齢者の肺炎球菌感染症予防接種の希望者にインフルエンザ
予防接種（当該シーズン2回目）を接種した。
水痘ワクチンを接種すべきところ、MRワクチンを接種した。MR
ワクチンは既に6か月前に接種済みであった。
生後２か月児に13価結合型肺炎球菌ワクチン（以下、PCV13）を
接種するところ、２３価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン
（以下、PPSV23）を接種した。
PCV13の初回3回目の接種時に誤ってPPSV23を接種した。
高齢者の肺炎球菌感染症予防接種の対象者に対して、PCV13
を誤って接種した。
日本脳炎ワクチンを接種するところ、23価肺炎球菌ワクチンを接
種した（いずれもワクチンのバイアルの蓋の色が紫色である。）

バイアルの蓋の色が似ているワクチン
は注意が必要である。

二種混合（DT）ワクチンを接種するところ、MRワクチンを接種し
た。

二種類の混合ワクチンであることは同
じであるが、内容が全く異なる。MRワク
チンを二種混合ワクチンと呼ぶことは
稀であるが、接種前の注意が必要。

5歳11か月児にMRワクチンを接種すべきところ、水痘ワクチンを
接種した。
2歳3か月児に日本脳炎ワクチンを接種すべきところ、B型肝炎
ワクチンを接種した。
二種混合（DT）ワクチンを接種するところ、B型肝炎ワクチンを接
種した。
70歳2か月の人にPPSV23を接種するところ、日本脳炎ワクチン
を接種した。
13歳児に日本脳炎ワクチン（特例対象者）とインフルエンザワク
チンの同時接種予定であったが、妹に接種予定であった日本脳
炎ワクチンを誤って接種した（日本脳炎ワクチン0.5ｍLを合計2
本接種した）。
MRと水痘を接種予定の双子が診察室に入り、MRが2名分用意
されたトレーと水痘が2名分用意されたトレーがあったが、MRの
トレーから2本誤って接種した（MRワクチンを合計2本接種し
B型肝炎、DPT-IPV、ロタの同時接種予定で双子が受診した
際、普段と違いワクチン毎にトレーを準備したため誤ってB型肝
炎ワクチンを2回接種した。
PCV13を接種後、同時接種予定の水痘ワクチンと別の人用に
準備したPCV13を間違えてPCV13を同日に2回接種した。
日本脳炎とインフルエンザワクチンの接種予定であったが、イン
フルエンザワクチン接種後、別の人に接種予定であったインフ
ルエンザワクチンを誤って接種（インフルエンザワクチンを合計2
日本脳炎とMRの同時接種予定であったが、日本脳炎0.5ｍLを2
回誤って接種した。

水痘と四種混合ワクチンを接種するはずが、水痘とＭＲワクチン
をトレイに用意してしまい、間違って接種した。

２．対象者を誤認して接種してしまった。
弟に接種すべき日本脳炎ワクチンを、おたふくかぜワクチンを接
種予定であった兄に誤って接種した。
姉に接種すべき日本脳炎ワクチンを、インフルエンザワクチンを
接種予定であった妹に誤って接種した。
姉に接種すべきDTワクチンを、日本脳炎ワクチンを接種予定で
あった弟に誤って接種した。
妹に接種すべき日本脳炎ワクチンを、MRワクチン第2期を接種
予定であった姉（6歳）に誤って接種した。
兄に接種すべき二種混合（DT)ワクチンを、日本脳炎ワクチンを
接種予定であった妹に誤って接種した。

接種年齢が同じワクチンの場合、希望
しているワクチンの種類を確認すること
が必要。

肺炎球菌ワクチンは2種類あるが、定
期接種で使用するワクチンは小児と高
齢者で異なる。小児は13価結合型肺炎
球菌ワクチン（PCV13)、高齢者は２３価
肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン
（PPSV23)が対象。

接種する前に、希望しているワクチン
の種類を確認することが必要。

予定していたワクチンは1人ずつトレイ
に用意するなど、直前に再確認するこ
とが必要。特に、兄弟姉妹が同時に受
診した場合は注意が必要である。

これまでに報告された間違い事例

保護者1人が子ども2人以上を連れて
同時に診察室に入ってきた場合、特に
注意が必要。

同時接種の場合は、接種するワクチン
の種類を直前に再確認する。

別添３
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姉6歳がMRワクチン、妹3歳が日本脳炎ワクチンを接種するとこ
ろ、2人同時に診察室に入り、本人確認不足で姉に接種するMR
ワクチンを、妹に誤って接種した。

Aさんの名前を呼び、入室を促したところBさんが入室。
Bさんと気づかないまま接種してしまった。

似た名前の人が待合室に居た場合、
名前を聞き間違えて診察室に入ってく
ることがある。接種前に必ず、フルネー
ムで氏名を確認する必要がある。

３．不必要な接種を行ってしまった。

Ｂ型肝炎を４回接種した。
B型肝炎ワクチンの定期接種回数は3
回である。

既に接種済みであった日本脳炎第2期の接種を再度接種した。
接種前に母子健康手帳等の記録を確
認する。

A医療機関で日本脳炎第1期追加を実施したが母子健康手帳へ
の記載がなく，B医療機関にて第1期追加を接種した。

母子健康手帳への記録がないと、未接
種と思い、再度接種する場合がある。
接種済証明書を渡していても、保護者
が母子健康手帳への貼付を忘れること
があり、母子健康手帳を不携帯の場合
の接種記録には注意が必要である。別
の医療機関でもワクチンを受けている
場合には、特に注意が必要である。

DPT3回、OPV1回、IPV2回、DPT-IPV1回を接種済みのところ、
誤ってDPT-IPVを接種した。

DPTは合計4回、ポリオもOPV1回接種
の場合は、IPVとしてあと3回受けるとこ
ろ、DPT-IPVを接種したことで、DPT5
回目、ポリオ5回目の接種となった。

Hibワクチン接種回数3回（初回2回,追加1回）のうち2回目が生後
12月を超えたため、3回目は不要となるが3回目を接種した。
Hibワクチンの1回目を生後7か月から開始した場合、初回2回、
追加1回の合計3回接種のところ、4回目を接種した。

既に1回PPSV23を接種済みの人に2回目のPPSV23を定期接種
として接種した。

高齢者の定期接種として実施できる
PPSV23の接種回数は1回であり、再接
種は任意接種として受けることになる。

5か月前に接種済みであったPPSV23を再度接種した。

平成２９年５月に接種済みであった高齢者肺炎球菌ワクチンを、
再度平成３０年３月に接種した。

４．接種間隔を間違えてしまった。
B型肝炎ワクチンの3回目の接種を1回目から64日で接種した。
Hibワクチン3回目の接種をするところ、誤ってB型肝炎ワクチン
の3回目を接種した。
Hib、PCV、DPT-IPV、ロタウイルスワクチンの同時接種に本来
接種予定ではないB肝ワクチンの3回目を接種した。1回目から
の接種間隔も間違って接種した。
MRワクチン接種後27日以上空けずに日本脳炎ワクチンを接種
ロタウイルスワクチン（生ワクチン）接種後中27日以上空けずに
DPT-IPVワクチンを接種した。
別の医療機関で接種した、MR1期・水痘1回目、おたふくかぜ（3
種類同時接種）からの接種間隔を間違えてHib追加とPCV13の
追加接種を行った。

Hib追加は3回目から7か月以上の間隔を空けるところ、約5か月
で接種した。

接種間隔が短いと免疫の獲得が不十
分となることがあり、Hib追加は3回目か
ら7か月以上の間隔を空ける。

インフルエンザワクチン接種後2～4週間の間隔で2回目を受け
るところ2日の間隔で接種した。

インフルエンザワクチンは小児では2～
4週間の間隔で2回接種するが、短すぎ
ると免疫の獲得が不十分な場合があ

特例対象者ではない児に、日本脳炎ワクチン1期初回接種後76
日で1期追加を接種した。
日本脳炎ワクチン1期初回2回目から1期追加までは6か月以上
空けるところ、6日で接種した。
日本脳炎ワクチン1期初回2回目から1期追加までは6か月以上
空けるところ、約5か月で接種した。

初回接種開始が生後7月～12月の場
合、接種回数が異なるため注意が必要
である。

B型肝炎ワクチンの3回目は1回目から
139日以上空ける必要があり、接種間
隔に注意。

日本脳炎ワクチン1期初回接種後は、6
か月以上あけて（標準的には概ね1年
あけて）1期追加を接種する。

生ワクチンの後は中27日以上空ける。

保護者1人が子ども2人以上を連れて
同時に診察室に入ってきた場合、特に
注意が必要。

高齢者の定期接種として実施できる
PPSV23の接種回数は1回であり、再接
種は任意接種として受けることになる
がこの間隔は短すぎる。
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DPT-IPV1期初回3回目と1期追加を6か月空けずに接種した。
DPT-IPV初回３回目と1期追加は6か月
以上（標準的には12～18か月）の間隔
をあけて接種する。

DPT-IPV初回1回目と2回目を14日の間隔で接種した。
DPT-IPV初回1回目と2回目は20日以
上の間隔をあけて接種する。

2回目のB型肝炎とPCV13の同時接種で、1回目の接種から27
日以上あけずに接種した。
DPT-IPV2回目とHib3回目の接種を前回接種から7日で接種し

５．接種量を間違えてしまった。
1歳未満児に日本脳炎ワクチンを１回0.5mL接種した。
2歳4か月児に日本脳炎ワクチンを１回0.5mL接種した。
姉に接種すべき日本脳炎ワクチンを妹（2歳児）に0.5ｍL接種し

DTの第２期（11～12歳）対象者に１回0.5ｍL接種した。
DTワクチンの10歳以上の者への接種
は、１回0.1mL。

生後8か月児にB型肝炎ワクチンを１回0.5mL接種した。
生後２か月児にB型肝炎ワクチンを１回0.5mL接種した。

日本脳炎ワクチンの３歳未満の者への
接種は、１回0.25mL。

不活化ワクチンは中6日で接種可能で
あるが、同じ種類のワクチンを接種す
る場合は、それぞれ接種間隔が定めら

B型肝炎ワクチンの10歳未満の者への
接種は、１回0.25ｍL。
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６．接種部位・投与方法を間違えてしまった。

複数のワクチンを一つの注射に混ぜて接種した。
複数のワクチンを混合して接種しては
ならない。

BCGワクチンの押しが弱いと判断し押し直したため、合計3回接
種した。

BCGの管針は2回皮膚に圧刺する。

BCGワクチンを接種部位を目立たない場所へと配慮した結果、
上腕内側に接種してしまった

BCGワクチンは上腕外側のほぼ中央
部に接種することが定められている。

Hib・PCV13・DPT-IPVを同時接種する予定であったが、先にHib
を接種し空になった注射器を、次に接種するPCV13用の注射器
と勘違いし、空のまま刺した。

接種する前に注射器の中にワクチンが
入っていることを確認する。

７．接種対象年齢が適切でなかった。

対象年齢１歳未満であるところ、１歳を超えてB型肝炎ワクチン
を接種した。

医学的には1歳以上でも接種は可能で
あるが、定期接種として接種可能なの
は生後12か月未満である。

Hib1回目とPCV13の1回目同時接種を生後1か月児に接種し
た。

HibとPCV13は生後2か月から定期接種
として接種可能。

日本脳炎1期追加を、定期接種対象外の年齢（8歳10か月）で接
種した。

8歳11か月児に日本脳炎ワクチンを接種した。
生後2か月の児にHib＋小児用肺炎球菌（PCV）＋B型肝炎+ロタ
ウイルスワクチンを接種しようとした際に、誤って四種混合
（DPT-IPV)ワクチンも接種した。
DPT-IPVワクチンを生後2か月児に接種した。

1歳以上で接種すべき4回目の小児用肺炎球菌ワクチンを11か
月で接種した。

小児用肺炎球菌ワクチンの追加接種
（4回目の接種）は生後12～15か月に
接種する。0歳で4回接種を実施しな

HibとPCV13の同時接種を6歳3か月児に接種した。
PCV13の1回目を5歳1か月児に接種した。

５歳児（幼稚園の年中組）に第２期のMRワクチンを接種した。

第２期のMRワクチンの接種対象は幼
稚園の年長組（５歳以上７歳未満の者
であって、小学校就学の始期に達する
日の１年前の日から当該始期に達する
日の前日までの間にあるもの）。５歳児
であっても、年中組は定期接種の対象

看護師の指に刺さった針で1歳10か月児にDPT-IPVワクチンを
接種した。

接種者の指に接触した管針で接種。接触部分から出血あり。
抗体検査・血液検査ともに実施、３か月後に2回目の血液検査
予定。

BCGの集団接種で他者に接種済みの管針を使用した。

HiｂとPCV13の定期接種は生後2か月
以上60か月未満に接種する。

８．既に他の対象者に使用した針を使う等、接種器具の適切でない取り扱いのうち、血液感染を起こしうる

注射針が接種者以外に接触した場合
は、注射針だけでなく、薬液も含めてシ
リンジを新たなものに交換。
なお、血液感染を起こしうる間違いが
生じた場合は、冊子「予防接種におけ
る間違いを防ぐために」を参考に、血液
検査の実施など適切な対応を行う。

日本脳炎ワクチンの定期接種は生後
12～90か月未満と、9歳以上13歳未満
に実施する。7歳半～9歳未満は定期
接種の対象ではない。

DPT-IPVワクチンは生後3か月以上が
定期接種の対象である。
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他者に接種済みの針を刺した（注射器は空の状態）。

接種時に、接種器具が未使用であるこ
とを確実に確認。
なお、血液感染を起こしうる間違いが
生じた場合は、冊子「予防接種におけ
る間違いを防ぐために」を参考に、血液
検査の実施など適切な対応を行う。

９．期限の切れたワクチンを接種してしまった。

3年42日有効期限が過ぎたインフルエンザワクチンを接種した。

インフルエンザワクチンは毎年株が異
なるため、シーズンが終わったら、必ず
廃棄して、当該シーズンのインフルエン
ザワクチンを接種する。

有効期限内だが、昨シーズンのインフルエンザワクチンを接種し
た。

インフルエンザワクチンは毎年株が異
なるため、シーズンが終わったら、必ず
廃棄して、当該シーズンのインフルエン
ザワクチンを接種する。

124日有効期限が過ぎたMRワクチンを接種した。
納品時すぐに有効期限を目立つところ
に記載する等、接種時に有効期限の確
認を確実に行うことが重要。
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１０．不適切な保管をされていたワクチンを使用してしまった。
26℃で3日間保管していたワクチンを接種した。
冷蔵されていないワクチンを接種した。
インフルエンザワクチンの半量0.5mLを使用後、残りの半量を24
時間以内に使用すべきところ、9日後に使用した。

開封後のインフルエンザワクチンは24
時間以内に使用する。

1週間前に開封済みの仮置き状態で冷蔵保存された二種混合
（DT)ワクチンを接種した。

開封後のワクチンはその日のうちに接
種する。

生ワクチンを事前に溶かして診察室に並べて準備していた。

生ワクチンの種類によっては、溶解を
接種直前に行い、一度溶解したものは
直ちに使用する必要がある。
また、生ワクチンに含まれるウイルスや
細菌が日光に弱く、速やかに不活化さ
れるため、溶解の前後にかかわらず光
が当たらないよう注意が必要な製品が
ある。
正しい取扱いについて、製品の添付文

１１．その他

ヒブワクチンを接種するところ、溶解液のみを接種した。
溶解液とワクチンが別々に梱包されて
いるワクチンでは、特に注意が必要。

納品後直ちに、定められた貯法及び取
扱い上の注意（適切な温度、遮光の有


